
特集：暴力団の資金獲得活動との対決

特集に当たって

本年の警察白書の特集テーマは、「暴力団の資金獲得活動との対決」である。

暴力団が、我が国最大の犯罪組織であり、全国各地に存在し、暴力によって国民に脅威

を与えている存在であることは言うまでもない。しかし、「任侠
きょう

」や「仁義」といった大

義名分に目を奪われてしまい、暴力団を必要悪として消極的に容認したり、又は面白がり、

親しみを感じたりする風潮が、我が国の社会に色濃く残存していることは否定できないで

あろう。

このような風潮がいまだに払拭
しょく

されないのは、暴力団の実態が十分に明らかにされず、

国民的な理解が深まっていないことが背景にあるものと思われる。特に、暴力団による資

金獲得活動は、暴力団の本質が具体化されたものであるが、近年、その資金獲得活動がま

すます多様化・巧妙化しており、このことが、暴力団の本質を理解することを一層困難に

している。

暴力団は、伝統的には、覚せい剤の密売、恐喝等の違法行為を通じてその活動のための

資金を獲得してきたが、経済社会の変化に対応し、民事介入暴力や企業対象暴力を始めと

する不当要求行為を敢行するようになり、最近では、その存在感を増しつつある「暴力団

と共生する者」と共に、証券取引の分野にまで介入するようになってきている。

このような暴力団の資金獲得活動は、我が国の経済社会活動の根本を侵蝕
しょく

しかねない病

理とも言えるものであり、これを放置すれば、我が国の経済活動の健全性を損ない、いず

れは我が国全体の利益が侵奪されることになりかねない。警察として、暴力団の資金獲得

活動との闘いに一層力を入れるとともに、国民との協働を強め、社会全体で対策を進める

ことが求められている。

そこで、今回、暴力団の資金獲得活動の実態をできるだけ分かりやすく提示することに

より、今後、社会全体で暴力団の資金源を封圧するための対策が大きく進捗
ちょく

する契機とす

るため、この特集を組むこととした。

第１節では、最近における資金獲得活動の特徴的な動向を記述した。

第２節では、戦後から現在までの資金獲得活動の変遷を記述した。

第３節では、資金獲得活動を阻止するための現下の各種対策と、今後の課題等について

記述した。

この特集を通じ、暴力団の資金獲得活動の悪質さと、既に国民全体が暴力団の資金獲得

活動の対象となり、「堅
かた

気
ぎ

には迷惑をかけない」などといった言葉が完全に有名無実化し

ている事実が明らかになり、警察、関係機関、国民等の連携によって的確で効果的な対策

が推進されることにより、暴力団のいない安全で安心な社会が実現することを切に願うも

のである。



第１節　不透明化する資金獲得活動の脅威

１　企業活動を仮装・悪用する資金獲得活動
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暴力団は、組織的に行使する暴力とその威力を最大限利用しつつ、取り締まられる危険性の少な

い領域を探し当て、より大きな資金を獲得することを企図しており、経済社会の変化に対応して、

その資金獲得活動の態様を変化させ続けてきた。

最近では、我が国の経済社会の一角に入り込み、必ずしも被害者を特定することができないよう

な不透明な資金獲得活動を行う傾向が顕著であり、その主なものの一つとして、暴力団による企業

活動を仮装・悪用した資金獲得活動が挙げられる。

（１）企業活動への進出
山口組は、幹部を港湾荷役、土木建築等の各種事業に関与させるなど、安定した資金源として企

業活動を利用しており、昭和30年代には、山口組に限らず、暴力団の幹部や構成員が自ら又は親族

の名義で興行、建設業、金融業等の企業活動に進出する動きが多くみられるようになった。こうし

た暴力団の幹部等が実質的に深く関与する暴力団関係企業は、企業活動を仮装しつつ、その背後で

脅迫等を行っていたものとみられる。

40年代から50年代にかけても、暴力団による企業活動への進出は続いていたが、60年代になり、

いわゆるバブル経済期を迎えたころ、不動産業と建設業を中心に、表向きには暴力団と無関係な企

業を元構成員等に経営させ、その収益から暴力団に資金を提供させる動きが強まった。そのような

暴力団関係企業は、金融機関から多額の融資を受け、不動産業では「地上げ」や「土地転がし」を

行うとともに、建設業ではリゾート、ゴルフ場等の開発工事に介入し、巨額の資金獲得に成功した

とみられている。
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図-1 幹部等が企業活動に関与していた暴力団関係企業
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（２）暴力団対策法の影響
平成４年３月、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（以下「暴力団対策法」という。）

が施行され、一定の要件を満たす暴力団を指定暴力団として指定し、指定暴力団の構成員が暴力団

対策法第９条に定められた暴力的要求行為を行うことが規制された。そして、指定暴力団の構成員

が暴力的要求行為を行い、その相手方の生活の平穏等が害されている場合には、都道府県公安委員

会が中止命令を発出することができるほか、類似の暴力的要求行為を反復するおそれがある場合に

は、再発防止命令を発出することができることとされた。

暴力団対策法の制定により、我が国に存在する大規模な暴力団はすべて指定暴力団として指定さ

れることとなり、指定暴力団の構成員は、取締りを受ける可能性が高くなり、暴力的要求行為によ

る資金獲得活動を継続することが困難となった。このため、暴力団は、検挙や暴力団対策法の規制

を逃れるべく、暴力的要求行為を必ずしも伴う必要のない企業活動へ一層進出したほか、そうした

暴力団関係企業を尖
せん

兵として、一般企業に暴力団に資金を提供させるように仕向けるなどし、暴力

団の維持・運営に協力する暴力団関係企業を確保していった。

当初、暴力団は、主に不動産業、建設業、金融業、飲食業、風俗営業等への進出が目立ったが、

近年では、産業廃棄物処理業、人材派遣業、警備業等への進出もみられる。
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図-2 元構成員等に経営させる暴力団関係企業

暴力団対策法第９条 
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図-3 暴力団対策法の暴力的要求行為
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コラム  

暴力団対策関係の法整備としては、昭和28年及び33年の2回にわたる刑事訴訟法改正、33年の刑法改正、

39年の暴力行為等処罰ニ関スル法律改正、37年、40年及び41年の3回にわたる銃砲刀剣類所持等取締法改

正、37年以降の都道府県におけるいわゆる愚連隊防止条例制定、56年の商法改正があるが、暴力団対策法

が制定されるまで、暴力団だけを対象とする取締りのための立法はなされてこなかった。これは、法規制の

対象となる暴力団を法律で明確に限定することが立法技術上極めて困難と考えられていたこと、暴力団を規

制すること自体について憲法で保障される基本的人権（結社の自由、法の下の平等）との関係で一部に懸念

が示されていたことなどが理由であった。しかし、平成に入り、暴力団の資金獲得活動や対立抗争事件への

効果的な対策が強く求められた社会情勢を背景に、警察庁では、米国等の法令を参考にしつつ暴力団対策の

ための立法化作業を本格化し、平成3年、暴力団を「その団体の構成員が集団的に又は常習的に暴力的不法行

為等を行うことを助長するおそれがある団体」と定義するとともに、一定の厳格な要件と手続による暴力団

の指定という手法を採用することなどにより、我が国の法律として初めて指定暴力団の構成員による不当な

行為のみを規制することを可能とした暴力団対策法が制定された。

暴力団対策法は、指定暴力団に係る暴力的要求行為を規制するほか、対立抗争事件に伴う事務所の使用の

制限、少年に対する加入強要の禁止等も規定しており、暴力団の活動を多面的に抑止することが可能となっ

ている。また、暴力団対策法は、都道府県暴力追放運動推進センターの指定、暴力的要求行為の被害者に対

する援助、不当要求の被害を防止する責任者（以下「不当要求防止責任者」という。）を選任する事業者への

援助等を規定することにより、その後、我が国において暴力団排除活動を活発化させる原動力となった。

1 暴力団対策法の概要
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図-4 暴力団対策法の概要
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第１節　不透明化する資金獲得活動の脅威

（３）暴力団関係企業の実態
一部の暴力団は、その構成員に建設業を直接行わせるなど、建設業者の経営を露骨に支配してお

り、とりわけ、いわゆるバブル経済期には、元構成員等に建設業を行わせる例が顕著になったほか、

近年、暴力団と一定の関係を意図的に継続する建設業者もみられる。このように、暴力団は建設業

において一定数の暴力団関係企業を確保していると推定される。

そこで、建設業への暴力団の浸透の実態を明らかにするため、本年２月、暴力団対策法に定める

不当要求防止責任者を選任した建設業者3,000社に対し、建設業における暴力団等（注）の資金獲得活

動の実態に関するアンケート調査（以下「建設業アンケート」という。）を実施した。これらに勤

務する不当要求防止責任者又は暴力団等の資金獲得活動に知見のある現場担当者1,820人（回収率

60.2％）から回答を得ることができた。

建設業アンケートにおいて、「この５年くらいの間に、暴力団等と何らかの関係を有する建設業

者がいると聞いたことがある」と回答した者は回答者全体の33.8％（615人）であり、暴力団等と関

係を有する建設業者が少なからず存在することが分かった。これを地域別にみると、近畿地方の

54.2％（160人）を筆頭に、中部地方の38.7％（86人）、中国地方の38.2％（42人）、四国地方の46.9％

（23人）、九州地方の36.8％（75人）が回答者全体の平均である33.8％を上回っており、いわば西高

東低の傾向にあることがうかがわれる。
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注：建設業アンケートでは、資金獲得活動を行う者が暴力団であるかどうかを正確に知ることができない場合もあることを
踏まえ、「暴力団等」と呼称している。
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図-5 暴力団等と関係を有する建設業者の存在
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暴力団等と関係を有する建設業者がいると聞いたことがある旨回答した者に対し、その建設業者

と暴力団等との関係について質問したところ、「役員又は従業員が暴力団等と個人的な付き合いを

している」が37.7％（232人）と最も多く、暴力団等は周辺者を通じて関係を構築していることが分

かった。ただし、「役員又は従業員が暴力団等の構成員である」が15.1％（93人）、「役員又は従業員

が暴力団等の構成員の親族である」が12.4％（76人）であり、いまだに暴力団等が直接に支配を行

う傾向も色濃く残存していることが分かった。

また、「複数の建設業者が、昔から暗黙の了解の下、慣習として暴力団等に資金を提供している

という話を聞いたことがある」と回答した者は14.4％（262人）であり、建設業界の一部に構造的な

資金提供の仕組みが存在していることが分かった。
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図-6 当該建設業者と暴力団等との関係
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図-7 建設業者が暗黙の了解の下で暴力団等に資金を提供する慣習の存在
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第１節　不透明化する資金獲得活動の脅威
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さらに、そのような慣習があると聞いたことがある旨回答した者に対し、資金提供が行われる趣

旨について質問したところ、「建設工事に関するトラブルを解決する見返りとして」と回答した者

が59.5％（156人）と過半数を占め、暴力団等を積極的に利用しようとする建設業者が少なからず存

在することが分かった。また、「建設工事の受注を建設業者に割り振る見返りとして」と回答した

者が13.0％（34人）、「建設業者による談合を維持・容認する見返りとして」と回答した者が12.6％

（33人）であり、暴力団等が威力を背景に利権構造に食い込んでいる実態がうかがわれた。

（４）暴力団関係企業の問題点
暴力団関係企業は、暴力団との関係を隠すことにより、暴力団が取締りを逃れてひそかに、かつ、

安定的に資金を獲得する手段となり得るほか、企業活動を通じて他の個人や企業を取り込む手段と

もなり得る。また、資金を企業活動に投資するとともに、暴力、威力又は違法行為を駆使するなど

して事業を拡大すれば、暴力団の有力な資金源に育てることが可能である。さらに、暴力団関係企

業は、暴力団が違法又は不当に獲得した資金について、暴力団関係企業を通じて新たな事業に運用

する、金融機関に移すなどといった方法で隠匿し、蓄積するための手段として利用され得る。その

ほか、暴力団関係企業は、表向きは暴力団と無関係であることから、他の暴力団の縄張内に事務所

を設置したとしても、直ちに対立抗争が発生するものではないため、暴力団が他の暴力団を刺激し

ないようにしつつ、水面下で地元暴力団の切り崩し工作を行い、これを吸収する形で勢力を拡大し

ようとする場合の手段として利用されることがある。

こうした暴力団関係企業の特徴により、例えば、暴力団関係企業への適正な課税が困難になる、

暴力団関係企業の公共工事への下請参入が容易になるなど、暴力団関係企業を一般企業より経済取

引上優位な立場に立たせることが可能となるため、これを放置すれば、企業間の公正な競争が阻害

され、我が国における経済活動に悪影響を与えるおそれがある。

59. 5

13. 0

12. 6

24. 4

8. 4

0 20 40 60 80（％） 

総数（n=262、複数回答可） 

暴力団等が建設工事に関するトラブル 
を解決する見返りとして 

暴力団等が建設工事の受注を建設業者に 
割り振る見返りとして 

暴力団等が建設業者による談合を 
維持・容認する見返りとして 

趣旨が全く分からない 

その他 

図-8 建設業者により資金提供が行われる趣旨
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共政会会長（61）は、共政会傘下組織組長であった平成11年12月、広島市内の解体業者

（62）が公共工事を受注し、既に着工していることを知ると、同傘下組織幹部に同解体業者へ電話をかけさ

せ、「お前のところの会社が工事をしているようじゃが、工事をするときには、うちの組にあいさつをしても

らわないといけん」などと暴力団の威力を示しつつ申し向けさせた。電話を受けた同解体業者が、同傘下組

織の事務所を訪れ、工事受注額の10％に当たる195万円を封筒に入れて手渡すと、「どうも、すみませんね」

と言って受け取ったことから、16年6月、恐喝罪で逮捕した。また、同会長は、解体業者に対する同様の恐

喝を繰り返したため、18年5月までに他の事件に関する恐喝罪でも計７回逮捕した（19年5月現在、捜査中）。

広島県の解体業界の一部では、9年ころから、解体に係る公共工事について、同解体業者ら3名を調整役と

して落札業者を決定する談合を行うようになり、業界内で定着していた。ところが、11年11月、談合の存

在を認知した同傘下組織幹部が、同解体業者を呼び出し、「これからは、お前ら管理する者が、自分らの筋の

業者から落札した公共工事の請負金額の一割をまとめて持ってこい。家族も会社もあろうが、仕事ができん

ようになるど」などと家族に対する危害や受注した解体工事の妨害を示しつつ恫
どう

喝した結果、以後、解体業

界では工事受注額の10％を調整役を通じて共政会に上納することが慣例化した。

なお、談合の調整役であり、共政会に上納金を持参する役割を果たしていた同解体業者らは、自らが金銭

を喝取された被害者である一方で、共政会に対する上納が開始された後には、他の解体業者に対し、暴力団

の威力を背景として、「次の工事は、○○さんで行くけえ」などと自らの調整に従うよう圧力をかけたり、

「山、すなわち共政会に持っていく銭じゃけえ、わしの銭じゃない。1割と決まっとる。早いほうがいい」な

どと常習的に申し向けるなどしていたことから、15年11月から17年10月にかけて、恐喝罪、競売入札妨

害罪等で逮捕した（広島）。

事 例

共政会傘下組織 
組長 共政会 

傘下組織 
幹部 

甲工事 
受注調整役 

乙工事 
受注調整役 

丙工事 
受注調整役 

工事受注額の10% 工事受注額の10% 工事受注額の10%

解体業者A

受注者 受注者 受注者 

解体業者A' 解体業者A" 解体業者B 解体業者B' 解体業者B" 解体業者C 解体業者C' 解体業者C"
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第１節　不透明化する資金獲得活動の脅威
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（１）暴力団と共生する者の存在
近年、暴力団関係企業以外にも、暴力団に資金を提供し、又は暴力団から提供を受けた資金を運

用した利益を暴力団に還元するなどして、暴力団の資金獲得活動に協力し、又は関与する個人やグ

ループの存在がうかがわれる。これらの者は、表面的には暴力団との関係を隠しながら、その裏で

暴力団の資金獲得活動に乗じ、又は暴力団の威力、情報力、資金力等を利用することによって自ら

の利益拡大を図っており、いわば暴力団と共生する者となっている。

こうした暴力団と共生する者は、暴力団と共に健全な経済社会に寄生し、これを侵蝕して私利私

欲を満たすだけでなく、表面上は関係を隠しつつ暴力団に資金を提供するなど、最近における暴力

団の資金獲得活動の不透明化の主な要因の一つとなっている。これを放置すれば、暴力団の威力を

背景として、経済取引や法制度を悪用して、不当に自らの利益を最大化する行為が横行し、暴力団

と共生する者の更なる増加を招くなど、我が国における公正な法秩序と健全な市場にとって重大な

脅威となる。

（２）証券取引への進出
証券取引は、その犯行態様によっては億単位とも言われる多額の資金を短期間で獲得することが

可能であることから、暴力団にとって魅力的な資金獲得活動となっている。そして、こうした資金

獲得活動は、視点を変えれば、不特定多数の投資家が投資した資金が、暴力団の関与した証券取引

によって不正に暴力団に奪われたものとみることができる。これを放置すれば、個別の投資家が暴

力団の関与する証券取引の影響で不当に財産を減少させる事態が続くことになるため、とりわけ公

正かつ健全な市場原理が働くべき証券市場への信頼が失われ、ひいては我が国の証券市場への投資

を低迷させるおそれがある。

暴力団 暴力団と共生する者 

資
金
提
供 

威
力
等
利
用
容
認 

総会屋 

事件屋 

暴力団 
関係企業 

社会運動等 
標ぼうゴロ 

仕手筋 

図-9 暴力団と共生する者

2 暴力団と共生する者による資金獲得活動
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近年、暴力団の関与がうかがわれる証券取引に係る犯罪においては、暴力団と証券取引等の知識

を悪用して経済不正事案を敢行するグループとの間に人的なネットワークが構築されていることが

うかがわれる。こうした暴力団と共生するグループは、業績の悪化した企業を利用して仮装増資、

インサイダー取引、相場操縦等の経済不正事案を敢行するに当たり、これをより確実に実現させる

べく威力等の利用を容認した暴力団や暴力団関係企業に対し、多額の利益の一部を資金として提供

しているとみられる。

最近では、暴力団が、いわゆる不動産ファンドの成長に乗じて、不動産を確保するための「地上

げ」や「土地転がし」に介入する動きを強めていることがうかがわれるほか、不動産ファンドに係

る証券を利用して資金獲得活動を行う可能性があるとみられることから、今後も、証券取引に関係

する資金獲得活動については、暴力団と共生する者を視野に入れて警戒し、対策を強化していく必

要がある。

見せ金提供 

暴力団 

乗っ取り 

甘言・誘惑 

上場企業 

利益 

投資 

一般投資家 

多額の利益 

暴力団と共生する者 

資
金
提
供 

威
力
等
利
用
容
認 

証
券
市
場 

仮装増資 
インサイダー取引 
相場操縦 等 

総会屋 

事件屋 

暴力団 
関係企業 

社会運動等 
標ぼうゴロ 

仕手筋 

図-10 証券取引を利用する資金獲得活動
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大阪証券取引所市場第二部に上場するＩＣ機器製造会社役員（53）は、証券会社退社後に投資

会社等を経営しながら、いわゆる仕手筋、金融ブローカー等と関係を構築し、共に活動していた。同製造会

社の業績悪化に目をつけた同人は、自ら株を買い占めるとともに、他の株主と連携を図った上で、臨時株主

総会を開催して当時の社長を解任に追い込み、経営の実権を掌握して役員に就任した後、総額8億円の転換社

債型新株予約権付社債（以下「転換社債」という。）発行による仮装増資を企てた。

平成17年4月、海外投資会社が同製造会社の転換社債を引き受けるとともに、同海外投資会社が転換社債

に付された新株予約権を行使して新株を取得した際には、その全部を同製造会社役員が実質的に支配する国

内投資事業組合に譲渡する旨の契約を同製造会社と同海外投資会社との間で締結させた。次に、同製造会社

役員は、山口組傘下組織関係企業の経営者（48）に直接依頼して8億円を借り入れるとともに、同海外投資

会社の代理人である日本人弁護士の銀行口座を経由して、同製造会社の銀行口座あてに払込みを行い、同年5

月、8億円分の新株を入手した。同製造会社役員らは、自らの知人等の経営する企業数社に対し、資金運用委

託、業務提携等の名目で同製造会社から貸付けを行い、増資金8億円を社外に流出させる一方で、入手した新

株を入手直後から約1か月かけて金融ブローカーを通じて証券市場で順次売却し、約6億5,000万円の売却代

金を得た。18年2月、増資手続が完了した旨の内容虚偽の登記等を行わせた電磁的公正証書原本不実記録・

同供用罪等で、同製造会社役員、同傘下組織関係企業の経営者ら5人を逮捕した。

なお、逮捕された同傘下組織関係企業の経営者は、流出した増資金や新株の売却代金の中から8億円の返済

を受けたほか、謝礼として数千万円を支払われていた（大阪）。

事 例

⑧ 

⑨ 

③ 

⑫ ４億円返済、 
　 謝礼数千万円 

⑪ 新株売却代金 
　 約６億5,000万円 

⑩ 

⑦ 

⑤ 

④ 弁護士の銀行口座に８億円振込み 

⑥ 

② 

① 

仮装増資 

証券市場 
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（１）マネー・ローンダリング行為の影響
マネー・ローンダリング（資金洗浄）行為とは、一般に犯罪によって得た収益を、その出所や真

の所有者が分からないようにして、捜査機関による収益の発見・犯罪の検挙を逃れようとする行為

をいう。犯罪によって得た収益を他人名義で銀行に預金したり、架空の契約書等を作成して借入金

や預かり金を装ったりするなど、その手口は様々である。暴力団を始めとする犯罪組織は、個別の

資金獲得活動とその成果たる資金との間の関係を不透明化することにより、獲得した資金が課税、

没収等されたり、獲得した資金に起因して検挙される事態を回避することを目的として、しばしば

マネー・ローンダリング行為を行っている。

マネー・ローンダリング行為は、近年における暴力団の企業活動を仮装・悪用した資金獲得活動

について行われるほか、暴力団と共生する者による資金獲得活動についても行われることがある。

このような場合、マネー・ローンダリング行為によって、暴力団と資金獲得活動を行う者との関係

が一層隠ぺいされ、無関係のようにみえる者が獲得した資金が暴力団に流れ込むとともに、仮に一

部の関係者が検挙されても、同種の資金獲得活動がなお継続されることがあり得る。また、暴力団

が獲得した資金には、被害者から組織的に奪った財産が多く含まれているが、マネー・ローンダリ

ング行為が行われることによって、こうした被害者の財産回復が困難になる。さらに、暴力団が獲

得した資金が移転して事業活動に用いられることにより、正当な企業活動を行う一般企業が資金面

等で不利な立場に立たされ、最終的には経済活動から駆逐されるおそれすらあるなど、我が国の健

全な経済活動に悪影響を及ぼす危険性がある。

コラム  

平成元年、我が国は、麻薬及び向精神薬の不正取引の防止に関する国際連合条約に署名し、3年、同条約の

批准に必要な国内法整備の一環として、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防

止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律（以下「麻薬特例法」という。）を制定し、

4年に施行した。麻薬特例法は、薬物犯罪収益等を隠匿し、又は収受する行為を処罰することとするとともに、

薬物犯罪収益等を没収又は追徴することとした。

11年には、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律（以下「組織的犯罪処罰法」という。）

が制定され、12年に施行された。組織的犯罪処罰法により、マネー・ローンダリング行為の前提犯罪（注）が

59（現在66）の法律に係る犯罪に拡大されたほか、犯罪収益等による法人等の経営支配を目的とする行為

を処罰することとされるとともに、銀行その他の金融機関等に対し、顧客との取引で収受した財産が犯罪収

益である疑いがある場合等にその届出等の措置が義務付けられた（37頁参照）。

2 マネー・ローンダリング行為の規制

3 暴力団によるマネー・ローンダリング行為

注：不法な収益を生み出す犯罪であって、その収益がマネー・ローンダリング行為の対象となる犯罪
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（２）マネー・ローンダリング事犯の検挙状況
平成18年中におけるマネー・ローンダリング事犯の検挙は、組織的犯罪処罰法違反で134件（前

年比27件（25.2％）増）、麻薬特例法違反で10件（前年比５件（100.0％）増）であり、暴力団構成

員及び準構成員(以下「暴力団構成員等」という。）によるものが、組織的犯罪処罰法違反の39.6％、

麻薬特例法違反の50.0％を占めている。

18年中における暴力団構成員等が関与したマネー・ローンダリング事犯を前提犯罪別にみると、

主要なものとしては、売春防止法違反が12件、ヤミ金融事犯が９件、賭博が８件、詐欺が７件、わ

いせつ物頒布等事犯が６件となっているものの、その他にも強盗、著作権法違反、出入国管理及び

難民認定法（以下「入管法」という。）違反、競馬法違反、薬事法違反等と多様であり、暴力団が

様々な犯罪から資金を獲得し、その資金についてマネー・ローンダリング行為を行っている実態が

うかがわれる。

不法収益等による 
法人等の経営支配 

（薬物）犯罪収益等隠匿 

（薬物）犯罪収益等収受 

前
提
犯
罪 

マ
ネ
・
ロ
ン
事
犯 

組織的犯罪処罰法 麻薬特例法 

組織的犯罪処罰法第９条 

賭博、ノミ行為、恐喝、身の代金目的 
誘拐、窃盗、強盗、詐欺、背任、業務上 
横領、暴行等による職業紹介、不法就 
労助長、業として行う高金利、売春をさ 
せる業、無許可廃棄物処理業、貸金業 
の無登録営業、児童ポルノ頒布　　　等 

・業として行う覚せい剤等の不法輸入等 
・覚せい剤等の製造 
・覚せい剤等の譲渡 
・覚せい剤等の営利目的所持　　　　　等 

前提犯罪による 
（薬物）犯罪収益等 

組織的犯罪処罰法第10条 麻薬特例法第６条 

組織的犯罪処罰法第11条 麻薬特例法第７条 

図-11 組織的犯罪処罰法と麻薬特例法によるマネー・ローンダリング行為の規制

 年次 
14 15 16 17 18 

　区分       

 法人等経営支配（第９条） 0  0 0 0 1（０）  

組織的犯罪処罰法
 犯罪収益等隠匿（第10条） 19（９） 45（25）  50（29）  65（21） 91（18）  

 犯罪収益等収受（第11条） 9（７） 11（10） 15（11） 42（27） 42（35） 

 計 28（16） 56（35） 65（40） 107（48） 134（53） 

 薬物犯罪収益等隠匿（第６条） 0  8（２） 5（３）  3（２） 5（３）  

　 麻薬特例法 薬物犯罪収益等収受（第７条） 0  2（２） 0 2（２） 5（２）  

 計 0  10（４） 5（３） 5（４） 10（５）  

注：（　　）内は、暴力団構成員等によるものを示す。（警察庁把握分）      

表-1 マネー・ローンダリング事犯の検挙状況（平成14～18年）
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最近では、金融機関等を利用せずに犯罪収益を隠匿したり、高度な法律上の知識を有する弁護士

を利用して犯罪収益を隠匿したりするといった手口もみられる。

元山口組傘下組織構成員（35）は、ＤＶＤパッケージデザイン等を行う企業の役員を務めつつ、

一方で、わいせつＤＶＤ販売組織の長としてその制作・編集・販売を担当する別の企業を統括していた。

この元傘下組織構成員は、15年3月から17年8月にかけて、合法なアダルトＤＶＤを販売する企業名で、

違法なわいせつＤＶＤの販売に関するダイレクトメールを全国のＤＶＤ小売店等に送付し、電話にて小売店

等からの注文を受け、宅配便で注文主に発送する方法により、約3億7,000万円の売上金等を得た。この売

上金については、配達した商品と引き換えに代金を収集する運送会社のサービスを利用して他人名義の口座

に振り込ませ、違法なわいせつＤＶＤ販売に係る犯罪収益を取得した事実を仮装した。また、この元傘下組

織構成員は、配下の企業役員らに指示し、夕刊紙等に広告を掲載している業者から多数の休眠会社を買い受

け、その休眠会社との取引による売上金約6,000万円を得たかのように会計処理を偽造するなどして、犯罪

収益を取得した原因を仮装した。18年9月、この元傘下組織構成員ら4人を組織的犯罪処罰法違反（犯罪収

益等隠匿）で検挙するとともに、企業2社に両罰規定を適用した。

この元傘下組織構成員の所属するわいせつＤＶＤ販売組織は、複数の関係企業により構成されており、違

法なわいせつＤＶＤを制作・販売する裏部門のほか、合法なアダルトＤＶＤを制作・販売する表部門も含ま

れていた。この表部門については、年間売上額が数十億円を超えており、これらの企業にも、他の元傘下組

織構成員が役員等で配置されていた。さらに、裏部門と表部門の両方を運営・統括する実質経営者は、以前

にこの元傘下組織構成員と兄弟分の関係にあった元傘下組織幹部であり、同人は複数の山口組幹部と親しい

関係にあったことから、表部門及び裏部門によるＤＶＤ制作・販売で得られた利益の相当額が、山口組の資

金源になっていたとみられる（警視庁、宮城）。

事 例

ダイレクトメールを送付、違法DVDを販売 元山口組傘下組織幹部 
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